団体規約（会則）

２０１１年７月１３日作成
２０１１年７月２９日改定
２０１１年９月２３日改定　　

（名　称）

第１条　本会は宮古災害復興支援活動チーム　M.A.Dと称する。

（目　的）

第２条　本会は宮古市の若者の元気を引き出し、地元の若者が中心となって宮古市の復旧復興をリードしていくための事業を目的とする。

（事　業）

第３条　本会は前条の目的を達成するために次の事業（活動）を行う。

①被災地区ごとの戸別ニーズ調査（全戸ローラー作戦）

②ニーズ調査に基づいた、復旧復興支援活動

③各町内会と連携した側溝の泥出し作業

④広報誌発行/活動内容のWEB発信

⑤商店街、産業復興のための支援と新たなコミュニティ作り

⑥地元の元気を取り戻すためのイベント企画/実行

⑦災害復旧支援ノウハウの蓄積と発信により、広くボランティア・寄付金を募る（講演会活動等）

⑧グッズ制作・販売
⑨仮設住宅支援
（活動の本拠地）

第４条　本会は、岩手県宮古市を活動の本拠地とする。また、岩手県宮古市の事務所を岩手県宮古市保久田8－34　とする。

(団体の事務局)

第５条　本会は、団体の事務局を岩手県宮古市保久田8－34　に置く。

（代表者とその権限）

第６条　代表者は宮古災害復興支援活動チームM.A.Dを代表し、その会務を統括する。

（役員の任務と任期）

第７条　本会には次の役員を置く。

        代表1名（千葉智広）、副代表1名（大棒勝利）、常務１名（門屋菊子、事務局長1名（金野侑）、監事２名（早川輝、長洞宇内）
（役員の選出と任期）

第８条　　役員は、会員の中から互選により、任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

（総会・役員会）

第９条 1.　本会は、年に1回の総会および必要に応じて臨時総会を開催し、次の事項について審議する。総会は、会員の過半数の出席を必要とする。議事は、出席者の　過半数の賛成によって決定する。

　　　 2.　役員会は必要に応じて開催し、会の運営について協議する。

（入会）
第10条　新たに本会のメンバーになろうとするものは、別に定める申込書を役員会に提出するものとし、役員会において、入会が適切であると認める場合に、メンバーとなることができる。
（退会・除名）
第11条　本会メンバーを退会しようとする者は、退会の意志を役員会に報告し、任意に退会することができる。
（会計年度）

第12条 1．本会の会計年度は毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。

　　　　2. ただし、初年度に限り７月１３日より翌年３月３１日までとする。

（会計報告）

第13条　本会の会計報告は、毎年4月に行う。

　
（寄付金の管理）

第１４条　寄付金は使途が決済されるまでの間、事務局が管理する。
（寄付金の出納）

第１５条　寄付金の出納は、外部世話人と役員会の決済を経て事務局が行う。
（世話人）

第１６条　

外部世話人を次の通り置く。

宮古市社会福祉協議会　地域福祉課　有原領一

（寄付金の使途）

第１７条　寄付金は、第２条の目的を達成するため、次の経費に充てるものとする

（１）被災地域での活動費

（２）運営事務費用

（３）その他、役員会が認める費用

（寄付金の使途に関する決議）

第１８条　寄付金の使途については、世話人と役人会において公正かつ適正に協い決定する

（報告）

第１９条　世話人および役人会は説明責任を果たすため、使用実績が発生するたびに報告書を作成し、募金への協力者をはじめとする多くの人に活動の経過と成果を知らせる。
〔付　則〕

この会則は２０１１年７月１３日より施行する。

　

